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Abstract

This paper examines the diving safety of underwater archaeological survey and work with consider-
ation on developing an appropriate system for diving operations based on the understanding of various 
risks to SCUBA divers. The underwater archaeological survey was lately conducted by a joint team of 
many divers-some conducted nitrox diving while others used tanks filled with normal air. The different 
method of the diving will be comparatively analyzed and pursuit the appropriate practice of using mixed 
gas for archaeological diving at a depth of less than 20 m. 
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緒　　　言

これまで，水中遺跡の一般公開を目指した「海底
遺跡ミュージアム構想」が国内の研究者らによって
推進されてきた（野上，2007）．このうち，東海大
学プロジェクト研究は，沖縄県の水中文化遺産を，
ユネスコの指摘する観光や教育を目的とした，第 3
の海洋資源として認識し，その新たな保全と観光へ
の利用，さらには教育資源としての活用を目的とし
た，発展的海底遺跡ミュージアム構想の実現を目指
すものである（Ono, 2016）．
2015年度における今回のプロジェクトでは，遺
跡調査に関しては，前半期間は総合地球環境学研究
所の研究プロジェクトを優先し，後半期間は東海大
プロジェクト研究を主体として，屋良部沖海底遺跡
で確認された壺集積状況及び四爪鉄錨の継続的な実
測を行った．一方，11月 5日に行った水中文化遺産
見学会のプレイベントに関しては東海大学プロジェ
クト研究，11月 7日に行った水中ロボットを利用し
た環境教室については，総合地球環境学研究所の研
究プロジェクトを主体として実施した．
以上の状況を踏まえ，本研究では今回のような，

水深が 20 mを超える海域で行われる水中遺跡の調
査において，しかも複数の組織のダイバーが関係す
る潜水時の安全管理法検討の一環として①確認書の
作成②潜水管理表の記載③従来の圧縮空気使用時と
EANガス使用時の各潜水状況，筆者は先行研究と
して浅海域での長時間潜水における EANガス使用
の研究をおこなっているため（鉄，2013），経済的
な側面についても配慮して，水中遺跡調査潜水にお
ける EANガス使用についての検討を行った．

方　　　法

本研究は，東海大学プロジェクト研究「沖縄の水
中文化遺産と海底遺跡ミュージアム総合プロジェク
ト」（代表：小野林太郎），および大学共同利用機関
法人の総合地球環境学研究所（京都市）の研究プロ
ジェクト「東南アジア沿岸域におけるエリアケイパ
ビリティーの向上」（代表：石川智士博士）の一環と
して実施された調査の中で，特に潜水を主体とした
水中遺跡調査に関わる安全を，どのように確保する
のかを検討するものである．

1．参加前条件の検討
今回の水中遺跡調査の参加には，特に条件等の規

定がなかったため，共同執筆者である木村ととも
に，内部規定の作成と参加に際して記載を義務付け
た「確認書」を作成した．

内部規定：
・潜水士免許の取得
・健康診断の受診（異常なしの確認）
・ダイビング認定講習の受講
・任意のダイビング指導団体が認定するアドバンス
オープンウォーター取得後 20本以上の潜水経験

・上記の内で 1つでも欠格がある場合は，ダイビン
グインストラクターが随行する

・バディ（相棒）潜水
・確認書の記載

この確認書については，この調査に参加した学生
の見学ダイバーにも記載を義務付けた．

2．潜水計画の作成
次に，潜水調査や作業を行う場合，減圧症を回避

するため，一般的には潜水作業マニュアル「Ver.1」
（一般社団法人日本潜水協会，2015）に記載されて
いる標準空気減圧表（今回は NSK-N1-24）を用い
て潜水時間が決められ，厳守される．本水中遺跡の
潜水調査時間は，この表を参照して決定した．
一般には，ほとんど目にする機会の少ない表であ

るため，ここで説明を加えたい．
これらの表（NSK-N1-24および R1，R2）に示さ

れる潜水時間は，潜水時の呼吸によって体内に取り
込まれる窒素の総量，およびその窒素が大気圧下に
戻っても問題のないレベルであるか，あるいは窒素
の排出される時間から決められたもので，その状態
で水面まで浮上しても，減圧症などの高気圧障害に
罹患することなく，安全が確保される潜水時間であ
る．
潜水によって取り込まれる窒素量は，水深および

潜水時間から算出されている．ただしこの場合，呼
吸用の気体は圧縮空気であり，浮上速度は法令に
よって毎分 10 m以下と定められている．



Table1　Japanese decompression table NSK-N1-24

Table2　Japanese decompression table NSK-R1

Table3　Japanese decompression table NSK-R2
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例として，これらの表に記載されている水深
（24 m）で 25分の潜水を 1回行う場合を見てみる．
無減圧潜水を前提としているので，浮上停止時間
はなく，浮上時間の合計は，切り上げ表記されてい
るので 3分となる．その時の繰り返し潜水グループ
記号は Eとなる．
次に，NSK-R1の繰り返し潜水表の繰り返しグ

ループ記号 Eの欄を見て右に辿る．各待機時間（水
面休息時間）は，2時間以上を目安にしているので，
2：00→ 2：59の欄を下に辿り，E欄との交点であ
る 1.3を導き出す．この表は，2.0を上限とした，体
内の窒素量を係数化したもので，2時間の待機時間
によって，体内の窒素量が 1.9から 1.3に下がった
ことが分かる．
更に，導き出された 1.3の数値の使い方である

が，下記の無減圧潜水繰り返し潜水表（NSK-R2）
にある深度と数値の交点が，その水深における減圧
を必要としない潜水時間になる．例えば，同じ水深
に繰り返し潜る場合は，16分が無減圧潜水の範囲内
となる．
この 16分を超えて潜水を行う場合は，減圧停止
を指定された水深で，安全なレベルまで窒素を排出
してから水面に戻ることになる．

減圧停止時間は，超過する時間が多くなるに従っ
て増加し，更には，指定された水深箇所も増えてゆ
くため，減圧を予定していない状態で水底に滞在す
ると，空気が無くなることが予測される．



10 鉄 多加志・小野 林太郎・木村 淳・坂上 憲光・中西 裕見子・片桐 千亜紀

EANを使って調査を続ける場合，呼吸器系の酸素
中毒に注意して，酸素毒性単位の許容限界を超えな
いように，酸素摂取量を追跡記録し，管理しなけれ
ばならない必要性が生じるが，近年のダイビングコ
ンピュータの EANモード機能があるものには，合
計酸素摂取量を記録して，危険性が高まるとインジ
ケーターとアラームで知らせてくれるため，その管
理が容易になった（日本潜水科学協会，2012）．
空気潜水と EANを使った潜水の比較は，結果の
項で示す．

結果および考察

1．確認書の記述
潜水を伴う作業や調査を行う場合，健康（体調）

管理を含んだ安全管理に関して，陸上で行われる同
種のものに比べて，厳密に管理されている．当大学
における潜水を伴う研究においても，今後は学科と
の連携をとり，検証や検討を行って，必要十分な内
容を備えたフォーマットの作成が必要になると考え
られる．
今回の「確認書」はそのベースになる書式と考
え，提案した．
この書式の記載にあたっては，潜水作業や調査
を，どんなに厳しく管理しても，自然および圧力環
境下で行われる以上，その脆弱性を陸上と比較し
て，解消する事ができない点や自分自身の未熟さが
パートナー（バディ）やチームに迷惑をかける点な
どを強調する事で，参加者に注意喚起をすることが
狙いである．
調査や作業（学生が行う研究を含む）といった水
中における「業務」が伴う以上，確認書の記載は最
低限度必要であり，見学ダイバーを除く全ての潜水
者に適応される．これは，労働安全衛生法第二十条
九号に規定されている「潜水器を用い，かつ，空気
圧縮機若しくは手押しポンプによる送気又はボンベ
からの給気を受けて，水中において行う業務」には
潜水士免許を取得していることが前提にあり，同法
令第六十一条に就業制限で規定されていることに基
づくからである．
また，高気圧作業安全衛生規則第十二条に事業者

は，潜水士免許を受けたものでなければ，潜水業務
につかせてはならない，とある（中央労働災害防止
協会，2015）．

以上のように，減圧症を防ぐために NSK-N1-24
および R1，R2により潜水時間，水面休息時間，浮
上の際の停止水深，停止時間が決められているので
ある．
ただし，最近の作業や調査潜水のみならず，レ
ジャーダイビングにおいても浮上時の指標として，
減圧停止が必要のない潜水時間であっても，5～
3 mの水深で「安全停止」を 3～ 5分程度行うこと
が，潜水を安全に行う上での常識となっている．
上記の事を踏まえて，最大水深を 24 mとして，

上記の表から潜水可能時間を算出し，2回目の潜水
や 3回目の潜水においては，減圧停止を行うことを
予測した潜水計画を立て，その記録を行った．

3．EANx32の利用
この石垣島における調査では，減圧症のリスク要
因として考えられる窒素の吸収を減らすために，窒
素の分圧を下げ，代わりに酸素の分圧を上げたエン
リッチドエアーナイトロックス（以下 EAN）の調
達が可能だったため，32％の酸素分圧の EANx32
を使用した．このガスの使用に関しては，別途講習
が必要となるため，EAN講習の修了者のみが利用
をした（石黒，1998）．
この混合ガスのメリットは，圧縮空気と比べて，

呼吸によって体内に取り込まれる窒素量を減らすこ
とができる．しかしながら，この長所の一方でデメ
リットも存在する．それは，2つの異なる酸素中毒
が発生する可能性が高くなることである．EANを
作製する場合，選別透過方式（メンブレン方式）に
よって窒素を除外して分圧を下げ，酸素分圧を高め
る．それによって，減圧症になる可能性を低くする
代わりに，酸素中毒に罹る危険性が高くなるという
矛盾を抱える．
酸素中毒は，過剰な酸素吸入することによって起
こる中毒症で，急性のものと慢性のものとがある．
急性の中枢神経系酸素中毒は，高分圧な酸素を吸う
ことで短期に起こってくるもので，これが生じると
痙攣や耳鳴り，視力低下，目眩，吐き気，不快感な
どの症状が現れる（日本潜水科学協会，2012）．一
方，慢性の呼吸器系酸素中毒は，酸素分圧が急性酸
素中毒を起こさない分圧のものでも，長時間に渡
り，または繰り返して過剰な酸素摂取をする際に起
こるもので，間質性肺炎になり，咳や胸痛という症
状が生じてくる．それに伴い，長期にわたって



─ 確 認 書 ─

件　名：八重山水中文化遺産プロジェクト 2015
調査名：屋良部沖海底遺跡調査

　私　　　　　　　　は，ダイビングを伴う水中調査が，大きな危険（死亡や重大な障害
含む）を内包した潜水作業であり，また，安全を確保する技術や設備が完全ではないこと
を良く認識しています．
　また，私　　　　　　　　の無謀な行動が，他の参加者を大きな危険に遭わせる可能性
があることも認識しています．
　よって，　　　　　　　　　　に参加するにあたり，私　　　　　　　　は，別紙の計
画書を熟読し，行われる調査内容ならびに計画を把握し，確認したことを署名または捺印
によって証明いたします．
　更に，インストラクターならびに監督者の指示を尊重し，事故が発生しないように最大
限の努力を払うとともに，自分とパートナーなどの安全確保について十二分に留意して，
　　　　　　　　　　に参加することを誓約します．
　尚，潜水調査当日に体調が悪い場合は，インストラクターまたは監督者に必ず申し出
て，無理に潜水しない事を誓います．

〈確認事項〉
　今年度，健康診断を受診して，体調に問題ない事を確認していますか（ Yes　or　No ）
　本調査参加にあたり，体調は万全ですか（ Yes　or　No ）
─ 緊急連絡先 ─
　住所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　フリガナ
　電話番号：　　　　　　　　　　氏　名：　　　　　 　　　　　　　（続柄：　　　）
　　2015年 11月　　日
　氏名（自署）　　　　　　　　　　　　　印　（又はサイン）
　保護者氏名　　　　　　　　　　　　　印　（又はサイン）
　＊ 　未成年者は保護者の同意を明らかにするため，印又はサインが必要です（中田誠，2001）．
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一般に，レジャーダイビングの講習や水中ツアー
ガイドの際には，「免責同意書」の記載が義務づけ
られていて，この記載がない場合は，講習やガイド
を受ける事ができないのが通例である．しかしなが
ら，最近の傾向としては，この「免責同意書」の記
載を強要することは，商法上の問題を含み，また免
責同意書が効力を持つと考えられる司法や法廷の場
では，逆に裁判員や裁判官の心証が悪く，かえって
記載させた事が，責任逃れをしているように捉えら
れ，マイナスに働いている事例がある．よって，レ
ジャーダイビングの通例には従わず，目的を明確に

して，気持ちを引き締める意味で「確認書」の記載
をお願いした．記載に当たっては，内容の説明とと
もに，質疑の時間を設けられることや管理者と参加
者（学生を含む）の意思疎通を図ることができるこ
とからも，この確認書を記述することの意味は大き
いと考えられる（中田誠，2002）．

2．潜水記録
本潜水調査では，下記のように潜水時間と残圧を

記録して，ダイバーの空気消費を把握し，潜水の状
況をモニタリングした．また，記録することで，安
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屋良部沖海底遺跡調査　潜水記録 2（11/6）
No. ダイバー  1回目   2回目   3回目
 　 in → out　 in → out　 in → out　
  9 : 22 → 10 : 04　 12 : 01 → 12 : 39　 13 : 57 → 14 : 37
1 F 200 → 40　 200 → 30　
2 G 200 → 60　 210 → 90　
3 J 200 → 80　 210 → 60　 210 → 50　
4 K 210 → 140　 210 → 120　
5 D 200 → 100　 200 → 120　 210 → 100　
6 P 200 → 50　 200 → 40　
7 H 190 → 190　 200 → 110　
  10 : 11 → 10 : 48 12 : 27 → 13 : 03
8 M 200 → 200　 200 → 40　
9 N 210 → 210　 210 → 90　
  10 : 33 → 11 : 17　 13 : 00 → 13 : 44　
10 O 200 → 200　 200 → 200　
11 L 190 → 190　 190 → 190　

屋良部沖海底遺跡調査　潜水記録 4（11/7）
No. ダイバー  1回目   2回目
  in → out　 in → out　
  9 : 32 → 10 : 25 11 : 46 → 12 : 31
1 J 210 → 40　 210 → 60　
2 K 210 → 110　 210 → 130　
  9 : 47 → 10 : 22 12 : 19 → 12 : 57
3 F 200 → 40　 200 → 10　
4 Q 210 → 80　 200 → 80　
  10 : 11 → 10 : 58 12 : 11 → 12 : 49
5 D 200 → 80　 200 → 100　
6 H 205 → 80　 205 → 30　
  10 : 11 → 10 : 54 12 : 44 → 13 : 07
7 L 200 → 40　 200 → 100　
8 O 210 → 50　 210 → 110　
  10 : 35 → 11 : 14 13 : 17 → 13 : 56
9 P 200 → 30　 200 → 50　
10 N 210 → 100　 210 → 90　

空気の消費量は，ダイバーの経験レベルや性別，
気温，水温，潜水深度，体格差，年齢，その日の体
調，労作負荷の状況等によって変化する．そのた
め，このようなモニターをすることで，ダイバーご
との空気消費の状況を把握することが可能になり，
消費量の多い人に対して，アドバイスや水中で注意
を向けることができる．

全な潜水を意識させ，空気が水中で無くなる事（エ
アー切れ）の予防を喚起した．
以下の記録は，全日程における全潜水の潜水開始
時間，潜水終了時間，開始時残圧（kg/m2），終了
時残圧（kg/m2）である．

屋良部沖海底遺跡調査　潜水記録 1（11/4）
No. ダイバー  1回目   2回目
  in → out　 in → out　
  9 : 55 → 10 : 30 12 : 59 → 13 : 36
1 A 220 → 110　 210 → 80　
2 B 200 → 100　 200 → 50　
3 C 200 → 70　 210 → 40　
4 D 200 → 110　 200 → 50　
5 E 200 → 110　 200 → 60　
6 F 200 → 100　 200 → 　30　
7 G 200 → 110　 210 → 100　
8 H 200 → 90　 195 → 20　
  10 : 45 → 11 : 46 13 : 03 → 13 : 35
9 I 200 → 40　 200 → 40　
10 J 200 → 60　 200 → 50　
11 K 210 → 140　 200 → 130　
12 L 190 → 70　 200 → 50　

 屋良部沖海底遺跡調査　潜水記録 2（11/5）
No. ダイバー  1回目   2回目
  in → out　 in → out　
  9 : 24 → 9 : 57 12 : 18 → 13 : 03
1 I 200 → 50　 200 → 50　
2 F 200 → 50　 200 → 20　
3 G 200 → 70　 210 → 70　
4 H 200 → 30　 200 → 60　
  10 : 21 → 11 : 01
5 A 200 → 60　
6 D 200 → 80　
  10 : 18 → 10 : 51 13 : 12 → 13 : 42
7 E 200 → 120　
8 C 200 → 40　
9 J 200 → 50　 210 → 80　
10 M 200 → 20　 200 → 30　
11 N 210 → 70　 210 → 80　
12 K 200 → 110　 210 → 130　
13 L 190 → 40　 200 → 50　
14 O 210 → 80　



Table4　Japanese decompression table NSK-N1-21
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上記のことから空気を使った潜水と比較して，
EANを利用した潜水は，安全だけでなく，調査時
間の延長にもメリットの高い潜水調査が可能である
ことから，本調査海域における潜水調査には，
EANガスを利用することは安全で，適切であるこ
とが分かった（山見，2010）．
しかしながら，EANガスの調達は，空気に比べ
ると取り扱っている地域や施設が少なく，一般的に
流通量が少ない現状がある．また，コスト面におい
ても空気が 10リットル 19.8 Mpa（約 200 kg/cm2）
の容器レンタルが 2,000円だとすると，同じ容量の
EANガスを借りる場合，石垣島ではプラス 1,000
～ 1.500円程度の加算になるので，予め計画の中に
予算を含めて考慮しなければならない．
また現状では，高等教育において EANガスの使
用を教員や学生に対して徹底している訳ではなく，
今後は同ガスの利用をどの程度浸透させるかは，検
討が必要である．

大まかな空気消費量は，簡単な計算で算出するこ
とが可能で，その数値を目安に，個人のダイビング
スキルや傾向が確認できる．
例えば，水深 24 mで軽作業をしている場合の空

気消費量の目安は，18ℓ/分×3.4ATA=約 62ℓ/分
となる．（中央労働災害防止協会，2015）
この潜水調査では，10ℓタンクを使用したので，

平均で 19.8メガパスカル（200 kg/cm2）の圧力で充
填された状態では，約 2,000ℓの空気を消費するこ
とができる．安全のため，5メガパスカル（約 500ℓ）
を残した状態で出水することを前提とすると 1,500
ℓ÷62ℓ/分＝24分が，潜水可能な時間として導き
出される．
NSK-N1-24の表から，1回目の無減圧潜水時間
は 25分だったので，この潜水時間内であれば，減
圧障害のリスクに対しても，空気消費量（エアー切
れ）に対しても問題の無い数値である事が分かる．

3．調査海域における EANを使用した潜水
EANを使う事で，空気に比べて体内に残留する

窒素の量は 11%程度抑えられるため，減圧症に対
して十分に効果があることが分かる．
空気相当水深（EAD）の計算式を使って，32％の

EANガスが空気で潜水した場合に，何mに相当す
るのか試算をしてみると

EAD（m）=｛（1.0－FO2）（D＋10）/0.79｝－10

FO2：ナイトロックスの酸素濃度（分圧・ATA）
D：潜水深度（m）
0.79：空気中の窒素濃度（分圧・ATA）
（NAUIエンタープライズ，2012）

（1.0－0.32）×（24 m＋10 m）/0.79－ 10＝約 19 m

となり，本ガスを使用して水深 24 mに潜水した場
合，空気潜水の 19 mに相当することになる．この
場合の潜水深度 19 mは，NSK-N1-21（19 mに対
応した表が無いため，次の深度ランクである 21 m
の表を用いる）の表を見ることで，無減圧潜水時間
ならびに，潜水時間に応じた減圧時間を含めた浮上
時間を知る事ができる．
この表から無減圧潜水時間は 35分であることが
分かり，EANx32ガスを使用することで，空気に比
べて 10分の無減圧潜水の延長が可能となって，安
全に約 3割り増しの調査時間が得られたことになる．
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ま　と　め

今回の水中遺跡調査は，①潜水前条件の検討およ
び確認書の作成・記載，②潜水計画と潜水管理，③
EANの利用の 3つの側面から安全に配慮した．
①に関しては，この条件や確認書を基本として，

今後の法改正や安全管理の通例の変化によって適
宜，整合性をとってゆく必要があると考える．
②に関しては，減圧と空気の管理を適切に行う事
で，安全性の高い調査環境を整える事ができた．
今後は，記録管理だけでなく，各個人の空気消費
量から，参加者ごとに分時換気量を算出して，調査
当日に潜水者個人に対して，情報をフィードバック
できるような体制をとってゆくべきだと考える．
③に関しては，EANの取り扱いの有無が前提に

なるが，調達が可能であれば，EANを積極的に使
えるように環境を整え，調査に参加している全員が
EANガスでの潜水が可能になるよう指導すること
を推奨する．
水中遺跡の潜水調査における安全性の獲得は，単
一方向からのアプローチでは，達成できないことは
明白である．今後も，多角的な側面から安全性を検
討し，快適で信頼性の高い，潜水の方法を提言して
ゆきたいと考える．
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要　　　旨

本研究は，水中遺跡の潜水調査や作業が，安全に行われているかを検証し，その危険性を認識した上で，
安全に潜水するためには，どのような準備や仕組みが最適なのかを検討するものである．
今回，酸素の分圧を増やしたエンリッチドエアーナイトロックス（EAN）という混合ガスを用いて調査
を行った班と従来から使われている空気を利用して行った班があることから，その比較も行い，水深 20 m
前半における調査時のガス運用に関しても検討する．


